
会計班長　　坂　本　慶　太

～

２　入札日時：

３　入札場所：

：

：

　関東・甲信越地域の競争の競争参加資格を有する者。　

　   に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　　イ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該

　　 者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者で

　  ウ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真

　　にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

６　保証金 ：

：

８　入札方式：

９　入札方法：

：航空自衛隊標準契約条項の物品売買契約条項及び適用契約条項による。

11　契約書は海上自衛隊と航空自衛隊の連名で作成する

：

：

：総額決定方式

： 代理者の入札参加は、委任状を持参するものとする。

本書記載事項の詳細については下記問い合わせ先、もしくは木更津分屯基地ホームぺージ

（http://www.mod.go.jp/asdf/kisarazu/)を参照のこと。

郵便による入札を可とする。配達記録を有する手段により、

入札書が到着しない場合は無効とする。郵便による入札の場合は、再入札は辞退とみなす。

※現在有効分の資格決定通知書（写）を までに提出。(ﾒｰﾙ、FAX等)

　　　　　Ｍａｉｌ　NISHIWAKIn5v@inet.aci.mod.go.jp

契約担当官

航空自衛隊第４補給処木更津支処

　　　　　下記により、入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。

１　入札に付する事項

件 名 （ 品 名 ） 納地 納期 備考

うるち精米

公 告 第 ７ 号

令和7年3月18日

公　　告

記

航空自衛隊第４補給処木更津支処　業務課会計班（入札室）

４　入札説明会： 　有　・（無）

令 和 7 年 4 月 4 日 14 時 00 分

令和7年4月30日

令和7年4月4日航空自衛隊木更津分屯基地

海上自衛隊航空補給処

(3) ア 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」

　　 ないこと。　

(1) 入札保証金・・・・・予決令第７７条第１項第２号により免除。

５　参加資格 (1)予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者。

(2)令和７・８・９年度全省庁統一資格の資格「物品の販売」において、Ｄ級以上で交付を受け、

一般競争入札

　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を

加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

(2) 契約保証金・・・・・予決令第１００条の３第３号により免除。

７　入札の無効 第５項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とする。

(2)

14　落札決定方式

15　その他 (1)

　　　　　ＦＡＸ　０４３８（４１）６１６１　　

（問合せ先）航空自衛隊第４補給処木更津支処　業務課会計班

　　　　　代表℡　０４３８（４１）１１１１　（内線）３７９　

令和7年4月3日

(3) 令和7年4月3日 までに必着とし、

12　契約条項提示場所 航空自衛隊第４補給処木更津支処　業務課会計班

13　契約書作成 （有）・　無

であるか、免税事業者であるかを問わず、契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

10　適用する契約条項



 

仕様書 

 

１ 総則 

  この仕様書は、航空自衛隊第４補給処木更津支処業務課において使用する『精米』につ

いて規定する。 

 

２ 内容 

（１） 産地   千葉産 

（２） 年産   令和 6 年 

（３） 銘柄   こしひかり 

（４） 等級   １等米 

（５） とう精率 ８９～９１％（精米後 1 か月以内とする。） 

（６） 放射能汚染のないものとする 

 

３ 仕様書の疑義 

  契約相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するも

のとする。 

 

 

１ 提出書類 

（１） 品質証明書 

「産地」「年産」「銘柄」「区分」「引取期限」等が記載されたもの 

（２） 玄米仕入れ先が確認できる書類 

   ア 玄米を購入した時の集荷業者等の仕入れ先が発行するもの 

    （玄米仕入れ伝票等） 

   イ 確認する項目「産地」「年産」「銘柄」「荷姿、１袋あたりの数量（kg）」 

    「送り先（契約納入業者の仕入れ元）業者名」 

（３） とう精が証明される書類 

とう精工場等が管理する義務づけられた帳票（とう精台帳）の写し 

（４） 精米品質検査書 

とう精工場等が発行する納入精米の検査結果（検査者名、検査機関名記載）を証明 

するもの 

（５） とう精後の空き袋（玄米袋等）を仕入れ先毎に１枚提出すること 

＊ 上記種類を納入時に納品書に添付しない場合は、受領検査不合格とする。 

（６） 納入米の一部（玄米と精米）の一部をビニール袋詰にして見本品として提出するこ 



   と。 

 

２ 検査 

（１） 納入される精米の袋全数を確認し、「農産物検査法」に基づく「原料精米（産地、品 

種、年産）」、「名称」、「内容量」、「精米年月日」、「販売者（氏名または名称、住所及び

電話番号）」を表示すること。この際、駐屯地に納入される精米に表示のない場合、又

は、違う表示が確認された場合は受領検査不合格とする。 

（２） 精米受領時の開封による精米の虫等の混入又は粒状室粒、着色米、被害粒（以下、

異物の混入等という）が農林水産省総合食料局食料部作成資料「精米表示に関連する

業界ガイドラインの概要」の規定する量以上であった場合、受領検査不合格とする。 

（３） 精米の受領時の開封による異物の混入等が米穀公正取引推進委員会の定める業界の

自主的ガイダンスに示される基準以上の場合は、受領検査不合格とする。 

 

３ その他の指示 

  とう精は納入日前日とし同日終了とする。（月曜日納入の場合は金曜日とする） 

 

Ⅲ 航空自衛隊 第４補給処木更津支処 

 

１ 提出書類 

  契約相手方は、納入時に下記の書類を検査官へ提出するものとする。 

（１） 品質証明書（産地、年産、銘柄） 

（２） 出荷証明書 

（３） とう精日誌、もしくは記録表 

（４） 米の成分分析表 

 

２ 検査 

  検査は、契約担当官の定める「木更津分屯基地監督官及び検査官処理要領」に基づき納

入時に次の抽出検査を行う。 

（１） 米粒の割れヒビの混入 

（２） 粒の揃い具合 

（３） 異物混入検査 

 

３ その他の指示 

（１） 納入日については毎月別途示す。 

（２） 包装については、３層クラフト紙に３０ｋｇ詰めとし、外側包装に納入業者を明記

すること。 



（３） 契約相手方は自社若しくは契約車両にて納入することとする。 

（４） 納入時間は平日の０８３０～１５００までの間とし、納入業者は必ず立会するもの 

とする。 

（５） 納入場所は、航空自衛隊第 4 補給処木更津支処業務課業務班給養係検収室とする。 

 

 

 

 










